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現
在
、
町
で
は
定
額
給
付
金
の
申

請
受
付
及
び
給
付
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。

　
ま
だ
申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

�
通
帳
の
写
し
（
表
紙
を
め
く
っ
た

　
次
の
見
開
き
ペ
ー
ジ
）

�
本
人
確
認
書
類
の
写
し
（
運
転
免

　
許
証
・
健
康
保
険
証
等)

を
添
え
て
「
返
信
用
封
筒
」
で
郵
送
、

ま
た
は
役
場
本
庁
舎
２
階
企
画
財
政

課
・
桂
支
所
・
七
会
支
所
へ
直
接
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

　
県
内
の
企
業
約
１
０
０
社
の
企
業

説
明
や
面
接
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
　
時
　
６
月
24
日(

水)

　
受
付
／
午
前
９
時
30
分

　
プ
レ
セ
ミ
ナ
ー
／
午
前
10
時
か
ら

　
面
接
会
／
午
後
１
時
〜
４
時

　
（
面
接
を
受
け
る
前
に
必
ず
プ
レ

　
セ
ミ
ナ
ー
を
受
け
て
く
だ
さ
い)

会
　
場
　
ホ
テ
ル
レ
イ
ク
ビ
ュ
ー
水
戸

対
　
象
　
大
学
院
・
大
学
・
短
大
・

　
専
修
学
校
の
平
成
22
年
３
月
卒
業

　
予
定
者
、
及
び
既
に
卒
業
し
就
職

　
し
て
い
な
い
方
。

そ
の
他
　
申
込
不
要
。
参
加
費
無
料
。

　
履
歴
書
を
複
数
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
参
加
企
業
等
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ

　
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
水
戸
財
務
事
務
所
で
は
、
多
重
債

務
相
談
の
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

借
金
の
返
済
で
お
困
り
の
方
は
お
電

話
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
。
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

開
設
時
間
　
月
〜
金
曜
日
、
午
前
８

　
時
30
分
〜
午
後
０
時
15
分
、
午
後

　
１
時
〜
４
時
30
分

多
重
債
務
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
０
２
９
‐
２
２
１
‐
３
１
９
０

　
奄
美
大
島
の
雄
大
な
自
然
の
な
か

で
、
地
元
の
子
ど
も
た
ち
や
全
国
か

ら
集
ま
る
仲
間
た
ち
と
生
活
し
、
規

律
や
仲
間
と
助
け
合
う
楽
し
さ
、
大

切
さ
を
学
べ
る
体
験
学
習
で
す
。
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

日
　
程 

８
月
17
日(

月)

〜
22
日(

土)

　
　
　
（
５
泊
６
日
）

場
　
所
　
鹿
児
島
県
大
島
郡
宇
検
村

　
内
研
修
セ
ン
タ
ー
、
タ
エ
ン
浜
等

対
　
象
　
小
学
３
年
生
〜
６
年
生

定
　
員
　
50
人
（
定
員
に
な
り
次
第

　
締
切
り
）

参
加
費
　
11
万
円 (

羽
田
空
港
発)

申
込
方
法
　
左
記
問
合
せ
先
に
電
話

　
連
絡
し
参
加
申
込
書
を
請
求
す
る

　
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

　
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書

　
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
保
険
証

　
の
コ
ピ
ー
を
添
え
て
郵
送
し
て
く

　
だ
さ
い
。

申
込
締
切
　
７
月
25
日(

土)

お

知

ら

せ

定
額
給
付
金
の
申
請
は
お
済
み

で
す
か
？

「
大
好
き
い
ば
ら
き
就
職
面
接
会
」

　
が
開
催
さ
れ
ま
す

問
合
せ  

企
画
財
政
課(

内
線
２
３
２)

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
１
１

問
合
せ  

県
労
働
政
策
課

　
　
０
２
９
‐
３
０
１
‐
３
６
４
５

　
　 h

ttp
://w

w
w

.p
ref.ib

arak
i.

　jp
/b

u
k
y
o
k
u
/sh

o
u
k
o
u
/ro

sei/

　h
2
1
d
aisu

k
i/in

d
ex

.h
tm

l

募
　
集

問
合
せ
　
宇
検
村
シ
マ
時
間
体
験

　
セ
ン
タ
ー (

〒
８
９
４
‐
３
３
０
１

　
鹿
児
島
県
大
島
郡
宇
検
村
湯
湾
９
１

　
５ 

宇
検
村
役
場
建
設
経
済
課
内)

　
　 
０
９
９
７
‐
６
７
‐
２
２
１
１

　
　 h

ttp
://taik

en
.u

k
en

.n
et/

そ

う

だ

ん

多
重
債
務
で
お
悩
み
の
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い

問
合
せ   

財
務
省
関
東
財
務
局
水

　
戸
財
務
事
務
所
多
重
債
務
相
談

　
窓
口 (

水
戸
市
北
見
町
１
‐
４)

ち
び
っ
子
体
験
学
習
in
奄
美
大

島
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
？
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●
大
洗
夏
の
イ
ベ
ン
ト

 

海
水
浴
場
開
設
期
間
（
37
日
間
）

　
７
月
18
日(

土)

〜
８
月
23
日(

日)

 

大
洗
観
光
協
会
長
杯
ヨ
ッ
ト
レ
ー
ス

日
　
時
　
７
月
20
日(

月)

会
　
場
　
大
洗
マ
リ
ー
ナ

 
'09
ビ
ー
チ
バ
レ
ー
in
大
洗

日
　
時
　
７
月
25
日(

土)

・
26
日(

日) 

会
　
場
　
大
洗
サ
ン
ビ
ー
チ

 

大
洗
海
上
花
火
大
会

日
　
時
　
７
月
25
日(

土)

会
　
場
　
大
洗
サ
ン
ビ
ー
チ

 

盆
踊
り
の
夕
べ

日
　
時
　
８
月
２
日(

日) 

会
　
場
　
大
洗
マ
リ
ン
タ
ワ
ー
前
芝
生
広
場

 

全
日
本
ビ
ー
チ
レ
ス
リ
ン
グ
選
手
権
大
会

日
　
時
　
８
月
９
日(

日)

会
　
場
　
大
洗
サ
ン
ビ
ー
チ

 

大
洗
八
朔
祭

日
　
時
　
神
事
…
８
月
25
日(

火) 

　
祭
…
８
月
29
日(

土)

・
30
日(

日)

場
　
所
　
磯
前
神
社
・
大
洗
町
内

 

Ｏ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｉ 

Ｃ
Ｕ
Ｐ 

　
サ
ー
フ
ィ
ン
＆
ボ
デ
ィ
ボ
ー
ド

日
　
時
　
８
月
29
日(

土)

・
30
日(

日)

会
　
場
　
大
洗
サ
ン
ビ
ー
チ

 

２
０
０
９
茨
城
ビ
ル
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ト
ー
ナ
メ
ン
ト

期
　
日
　
８
月
29
日(

土)

・
30
日(

日)

会
　
場
　
大
洗
マ
リ
ー
ナ

　
６
月
４
日
は
「
ム
シ
」
で
虫
歯
予

防
デ
ー
で
す
が
、
学
校
で
は
５
月
か

ら
６
月
に
か
け
て
、
歯
科
健
診
が
行

わ
れ
て
い
る
時
期
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
小
学
生
を
持
つ
ご
家

庭
の
皆
さ
ん
、
ピ
ン
ク
色
の
乳
歯
を

見
た
事
が
あ
り
ま
す
か
？
元
々
は
白

か
っ
た
歯
が
い
つ
の
間
に
か
、
ピ
ン

ク
色
に
見
え
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は

乳
歯
の
根
の
部
分
が
溶
け
て
な
く
な

り
歯
肉
の
上
に
は
り
付
い
て
い
る
だ

け
の
状
態
時
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、

歯
を
抜
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
サ

イ
ン
で
す
。

　
健
診
を
し
て
い
る
と
下
か
ら
永
久

歯
が
出
て
い
る
の
に
乳
歯
が
抜
け
ず

に
残
っ
て
い
る
状
態
が
よ
く
見
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
は
永
久
歯
の
歯
並
び
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
原
因
や
、
虫
歯
の

原
因
に
な
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
が
、

少
し
動
か
せ
ば
自
分
で
抜
く
こ
と
が

出
来
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
取
れ
な

い
時
は
歯
科
医
院
で
取
っ
て
も
ら
い

ま
し
ょ
う
。

　
虫
歯
の
予
防
に
は
、
歯
磨
き
が
大

切
で
す
。
き
ち
ん
と
磨
け
れ
ば
虫
歯

に
な
る
リ
ス
ク
が
少
な
く
な
る
の
で

す
が
、
健
診
し
て
み
る
と
、
き
ち
ん

と
磨
け
て
い
る
子
は
１
〜
２
割
程
度

に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
大
人
も
子
供
も
磨

け
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、
磨
く
時

間
が
足
り
な
い
、
歯
ブ
ラ
シ
の
毛
の

腰
が
な
く
な
っ
て
い
る
、
歯
並
び
が

悪
い
な
ど
の
問
題
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

学
校
で
の
歯
磨
き
講
習
時
に
し
っ
か

り
と
磨
き
方
を
習
得
し
ま
し
ょ
う
。

電
動
ブ
ラ
シ
の
活
用
も
短
時
間
で
よ

く
磨
く
た
め
に
有
効
で
す
。

　
虫
歯
や
歯
周
病
の
予
防
に
唾
液
が

大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
歯
の
表
面

か
ら
カ
ル
シ
ウ
ム
分
が
は
が
れ
て
元

に
戻
ら
な
い
と
虫
歯
に
な
る
の
で
す

が
、
唾
液
に
は
こ
れ
を
防
ぐ
作
用
が

あ
り
、
歯
肉
の
炎
症
を
抑
え
る
免
疫

作
用
を
持
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

開
口
癖
や
花
粉
症
に
よ
る
鼻
炎
で
の

口
呼
吸
、
喫
煙
に
よ
り
、
口
の
中
が

乾
燥
し
、
唾
液
の
循
環
が
な
く
な
る 

と
、
虫
歯
や
歯
周
病
を
発
症
し
や
す

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
お
子
さ
ん
が

口
を
無
意
識
に
開
け
て
い
る
こ
と
が

あ
る
よ
う
な
時
は
、
歯
並
び
に
も
悪

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
の
で
口
を
閉
じ

る
よ
う
指
導
し
て
く
だ
さ
い
。
小
学

生
は
特
に
口
腔
内
の
環
境
が
激
し
く

変
わ
る
時
期
で
す
。
月
に
一
度
は
お

子
さ
ん
を
は
じ
め
ご
家
族
の
歯
の
状

態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
虫
歯
予
防
に
努

め
ま
し
ょ
う
。

お
で
か
け
く
だ
さ
い
！

問
合
せ  

大
洗
町
商
工
観
光
課

　
　
０
２
９
‐
２
６
７
‐
５
１
１
１

城
里
町
歯
科
医
師
会

健
康
コ
ラ
ム

Dr.
歯科

開設日時　毎週月曜日　午後１時～５時
直接相談　常北公民館（事前連絡不要）
電話相談　　029 - 288 - 2409
メール相談　　 soudan@town.shirosato.lg.jp
問合せ　教育委員会 　029 - 288 - 3135

広　告
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　医療福祉制度（マル福制度）
　マル福制度とは、医療保険を使って病院などにかかった場合、医療費の一部負担金を助成する制度

です。保険が適用されない健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等は助成されません。

※７月１日から制度改正により対象者が以下のとおり変更になる予定です。

変更前→母子手帳の交付を受けた妊産婦の方

変更後→対象疾患の診断をされた妊産婦の方

　　　　対象疾患

　　　（妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患、切迫早産、

　　　　妊娠中に発生した医療を要する疾病で医師が特に必要と認めたもの)

０歳から小学校入学前までの乳児・幼児

小学校入学から小学校卒業までの児童

小学校入学前で所得制限によりマル福制度を受けていない乳幼児

・身体障害者手帳1級・2級及び3級（内部障害）の方

・療育手帳の判定が A・Aの方

・国民年金の障害年金1級に該当する方

・特別児童扶養手当1級の方 等

※65歳以上の方については長寿医療制度 (後期高齢者医療制度) の被保険者となら

　れた方を対象とします。

18歳未満の児童を監護する母子家庭の母または父子家庭の父とその児童

対　　象　　者マル福の種類

妊　産　婦

乳　幼　児

特例児童・特例乳幼児

（マル特）

重度心身障害者

母子・父子家庭

　マル福制度の対象者であっても、申請を行わなければ助成を受けることはできません。上記に該当される

方は保険課窓口で申請を行ってください。

●申請の際には、印鑑、健康保険証、所得課税証明書をご持参ください。

　（転入等により城里町以外の市町村に所得の申告をされている方はその市町村の所得課税証明書）

●障害者のマル福を申請する場合は、障害の程度が確認できる書類を窓口に提示してください。

　　　　　　問合せ　保険課（常北保健福祉センター内）　０２９ー ２８８ー ３１１１（内線３７２）

～ マル福（重度心身障害者、母子家庭、父子家庭）を受給されている方へ ～

医療福祉費受給者証（マル福）の更新について

　     現在使用されている医療福祉費受給者証が平成21年７月１日から新しくなりますので、次により

     更新の手続きをしてください。

　　   日　時　　６月26日(金)・29日(月)・30日(火)　午前９時～午後５時

　　   場　所　　保険課（常北保健福祉センター内）、桂支所、七会支所 

         持参するもの

　　　     （１）健康保険証　　

              （２）印鑑　　

              （３）更新通知書

 　　　    （４）受給資格を確認する証明書類

　　　　　　　  重度心身障害者の方 … 身体障害者手帳、療育手帳、

　　　　　　     国民年金（障害福祉年金、障害年金）1級証書等の該当している書類

　　　　　　     母子家庭の方 … 児童扶養手当証書等交付されている証書類

              （５）㈰平成21年１月１日以降城里町に転入された方は、前住所地(平成21年１月１日現在の

　                       住所地の平成21年度所得課税証明書

 　　　　　　    ㈪城里町外の方の扶養になっている方は、扶養義務者の平成21年度所得課税証明書

　　    ※すでに受給者証をお持ちの方には、更新のお知らせのはがきをお送りします。


